
部　局 豊中市農業委員会事務局 補　職 局長 氏　名 農業委員会事務局長

１．部局の使命

　行政委員会として法律（農地法、租税特別措置法、生産緑地法等）に基づく業務の執行及び市農政業務との連携を図ります。

２．使命を遂行するための取り組み方針と、それに基づく取組みの総括 方針取組みの総括

方針 取組みの総括

(2019年度) 部局マネジメントシート 2019年度

【１】農地等の利用の最適化の推進
 農業委員のもっとも重要な業務が「農地等の利用の最適化の推進」で
あるため、農地利用調査を強化するとともに市農政業務と連携し、農地
の保全・有効活用に努めます。

【２】都市農業の保全及び活用
 生産緑地法の一部改正や都市緑地法の制定など、都市農業をめぐる環
境が大きく変化していることから、農地の保全及び利活用に向けた取組
みを進めます。

〇農地等の利用の最適化の推進
　　市内全農地について農業委員と伴に調査を実施し、管理不充分・低利用
の農地所有者に対し、注意文書を送付し改善するよう指導しました。

〇都市農地の保全・活用
・豊中市都市農業振興基本計画の策定委員会に農業委員3名が参加し豊中
農業の将来、方向　　性について審議しました。
・昨年度に引き続き、生産緑地法の一部改正、特定生産緑地への移行につ
いて説明会を実施　　しました。



３．当年度目標と目標設定に対する振り返り等 

No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

1

農地等の利用の最適化の推進

総合計画
3-1-② 自然環境や都市のみどりを身近に感じられる快適な環境づくりを進めます。

基本政策

46 都市農地の保全活用

〇6月～7月にかけ全農地の利用状況
調査を実施し管理不充分な農地所有
者に対し注意文書を送付し、管理の
徹底を指導しました。
〇「都市農地の貸借の円滑化に関す
る法律」について、生産緑地所有者
へ周知しました。

〇毎年農地利用状況調査を実施して
いるが、管理不充分な農地が新たに
発生している。農業者の高齢化が影
響してると思われる。
〇農業の安定的継続のため、新たな
担い手の育成が必要である。

〇不耕作地や管理不十分な農地の所有者に対し、適切な肥培管理を徹底
するようこまめに指導します。
　また、市民農園への提供など担い手への貸借について農業委員ととも
に働きかけます。
　＊6月～7月　市全域の農地利用状況調査



No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

2

都市農業の保全及び活用

総合計画
3-1-② 自然環境や都市のみどりを身近に感じられる快適な環境づくりを進めます。

基本政策

46 都市農地の保全活用

〇農政担当及び都市計画課と伴に、
生産緑地法の　一部改正および特定
生産緑地についての説明会実施時に
法制度について周知しました。

〇農業政策についての制度や、法制
度についての地域懇談会を実施し 、
農業者の意識を把握する。〇「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が施行され、生産緑地の貸

借について規制緩和されたことにより、体験農園や学習農園、福祉農園
などの活用を農業者に対し周知します。
　＊8月　農地台帳等申告書配布時にチラシを同封する。



No
当年度目標（当初設定） 実績

取組み事項及びその内容・スケジュール 取組みを行った内容・成果 課題・今後の方向性

3

任期満了に伴う農業委員会委員の選定

総合計画
3-1-② 自然環境や都市のみどりを身近に感じられる快適な環境づくりを進めます。

基本政策

46 都市農地の保全活用

〇2月末から3月末日まで応募受付し
ました。

〇農業者以外の応募が増えると地域
の状況把握が困難となる。
　農業委員を通じ地元への働きかけ
を強化する。

〇平成32年（2020年度）7月19日任期満了による改選のため、農業者団体
などを対象に説明会を実施します。
　＊1月　推薦・応募準備　農業者団体等に説明
　＊3月　推薦・応募受付



No 取組み事項及び取組みにあたっての課題・めざす成果など スケジュール（工程）

1

農地の遊休化を未然に防ぐ取組

総合計画
3-1-② 自然環境や都市のみどりを身近に感じられる快適な環境づくりを進めます。

基本政策

46 都市農地の保全活用

2

農業委員会員のスキルアップ ＊通年実施

総合計画
3-1-② 自然環境や都市のみどりを身近に感じられる快適な環境づくりを進めます。

基本政策

46 都市農地の保全活用

４．中期目標（概ね今後4年間）

＊毎年6月～7月　農地利用状況調査
＊9月　注意文書送付〇農地パトロールを実施することにより、遊休化する農地を未然に防ぐとと

もに、環境悪化を防ぎます。
〇担い手への農地の提供に取り組みます。

〇農業委員会等に関する法律の一部改正後、農業者以外の農業委員が選出さ
れる場合があるため、職員に限らず農業委員も積極的に研修会へ参加し、ス
キルアップを図ります。
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